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は   じ   め   に 

 

 

地方分権の進展や少子高齢社会の本格的な到来、住民の価値観の多様化など、社

会経済情勢が大きく変化している中において、私たちは、区民ニーズを的確に把握

し、区民とともに必要な施策を企画・実行していく必要があります。 

それぞれの地域に合った行政運営を、効率的かつ効果的に行えるかどうかは、区

政の担い手である職員の力量にかかっています。力量を向上させるためには、区の

財産である「人材」を計画的かつ組織的に育成し続ける必要があります。 

平成２６年１２月には長年の懸案であった新庁舎が竣工の予定です。 

新庁舎は、区民生活の安全を守る防災の拠点として、文化創造都市、環境都市、

生涯健康都市、福祉増進都市など、未来の都市づくりをリードする区政のシンボル

であり、質の高い区民サービスを提供する拠点となります。 

しかし、どんなに高機能な庁舎を建設しても、区民サービスを担うのはその中で

仕事をする一人ひとりの職員です。 

本方針では、『「区民視点の経営感覚」を備えた職員の育成』を人材育成の方針

の一つに掲げております。これは、民間の視点を持つと同時に区民の感覚を備えた

職員の育成が不可欠と考えているからです。 

公務に従事する私たちにとって、最も大切なことは、区民からの信頼のもと、区

民生活の向上に取り組むことです。そして、最少の経費で最大の効果を挙げること

です。 

 私たちには、その責任を果たす義務があります。 

 区は平成１２年に人材育成の基本的な方針となる最初の「人材育成計画」を策定

しました。平成１７年度の改訂を経て、最初の計画策定から１０年がたち、この度、

「人材育成基本方針」として改定し、これまでの計画から継続するものも含め、人

材育成のための取り組み方針をまとめました。 

 この方針を全職員が共有し、「文化と品格を誇れる価値あるまち」、「安全・安

心を創造し続けるまち」の実現に向け、これからの次代を担うにふさわしい職員の

育成を目指します。 

  

平成２３年３月 
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１ 方針の位置づけ 

 

（１）本方針は、平成 17 年度に改定された「豊島区人材育成計画」を基本として、

現在及び将来の豊島区にとって必要な人材を育成することを目的とします。 

   また、同計画で、下位計画として位置づけられていた「豊島区職員能力開発

計画」の内容も網羅することとします。 

 

（２）人材育成における基本方針として、期間を定めないものとします。 

 

（３）集合研修など単年度の取り組みについては、毎年度、「豊島区職員研修等実

施計画」の中で具体的に示します。 

 

（４）今後、人事制度に係る環境が変化した場合については、必要に応じて改定し

ていくものとします。 

 

 

１  

 

２ 新庁舎整備と人材育成 

 

平成 26 年に竣工を予定している新庁舎では、様々な視点から区民サービスの

向上が図られ、ホスピタリティ（おもてなしのこころ）溢れる窓口の実現に向

けた検討が進められています。その実現のためには、ホスピタリティという概

念を全職員が共有し、区民に満足していただくサービスとは何かを常に考えな

がら公務を担う職員を育成することが不可欠です。 

  現在、窓口部門の若手職員が中心となり、様々な角度から検討を進めており、

現場における意識は着実に高まりつつあります。 

窓口サービスにおける具体的な検討は、新庁舎整備の中で進められる予定です

が、人材を育成することにより、区政を担う職員のレベルアップ、ひいては区民

サービス水準の向上をもたらします。新庁舎竣工を待つことなく、更に上の水準

を目指し、直ちに取り組みを進めます。 
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３ 人材育成における課題 

 

（１）財政状況と人件費の抑制 

 

【歳入の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入総額に占める一般財源歳入の割合は、17 年度以降 4 年連続で 70％を超

えていましたが、21 年度は前年度より 9.7 ポイント下回る 65.3％になって

います。 

使途が制限されない一般財源については、21 年度は、655 億円となってい

ます。これは、特別区財政調整交付金が一昨年秋以降の世界的な景気悪化の

影響を受け、前年度より 39 億円の大幅減となったこと、財政調整基金繰入金

が 37 億円の減となったことなどによるもので、20 年度と比較して 69 億円の

マイナスとなる 655 億円となっています。 

歳入総額は、概ね 900 億円台で推移してきましたが、21 年度は、定額給付

金支給事業の実施や生活保護費の増加などによる国庫支出の増額により、

1,000 億円を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入の推移（一般会計） 

628 643 618 638 626 628 
698 

640 599 
666 672 662 686 724 

655 

306 281 298 

397 380 
305 

352 

276 
271 

314 
252 257 

266 
241 348 

935 923 916 

1,035 
1,007 

933 

1,050 

915 
871 

979 
923 920 

952 965 
1,003 

67.2 
69.6 

67.5 

61.6 62.2 

67.3 66.5 

69.9 68.9 68.0 

72.7 72.0 72.1 
75.0 

65.3 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

億円

特定財源

一般財源

一般財源構成比

(％)

「区財政の現状と推移（平成 22 年 10 月）より

 

 

 

 

2 

 



【歳出の推移】 

 

 

 

 

 

 

歳出総額は、概ね 800～900 億円台で推移しています。扶助費、公債費、人件

費などの「義務的経費」は、17 年度以降増加が続いています。義務的経費の

内、人件費総額については、12 年度に、清掃事業移管により一時的に増加して

いますが、その後は減少傾向にあります。一方で、生活保護や児童手当等の扶

助費は増加傾向にあります。 

公債費は、50 億から 60 億円台と依然として高い水準で推移しています。 
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歳出の推移（性質別決算額の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務的経費の推移 
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【人件費比率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

「区財政の現状と推移（平成 22 年 10 月）よ

人件費比率は、定員管理計画を策定し計画的に職員削減に取り組むようにな

った 17 年度以降は毎年減少しており、21 年度では 22.5％で、20 年度の

25.0％から 2.5 ポイント減少しています。しかし、23 区の平均と比較すると、

7 年度以降いずれの年度も平均値を上回っています。21 年度でみますと、23 区

平均（20.4％）に対し、本区は 22.5％と 3 ポイント以上高くなっています。 

平均給料月額は 18 年度から下がってきていますが、今後も、一層の人件費の

抑制に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費比率の推移 
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（２）定員管理計画の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数は、平成 12 年度の清掃事業移管により一時的に増加したものの、計

画的な定員管理の取り組みにより、平成 5 年度の 3,104 人をピークとして、平

成 22 年 4 月時点で、2,067 人になっています。 

 平成 22 年 3 月に策定された新定員管理計画（平成 23～27 年度）では、平成

27 年 4 月 1 日時点において、200 名の定員を削減することを目標としていま

す。 

今後は、区民サービスの向上を目指しつつ、一層の少数精鋭体制による職員

体制の構築を図る必要があります。 

 

 

【定員管理計画】 （人） 

 

 

 

 

 

削減実績

新定員管理計画

23～27年度
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定員適正化計画
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定員管理計画

17～22年度

 

 

 

【職員数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数の推移 
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豊島区人事白書（平成 22 年 12 月）より 
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【採用者数と退職者数の変遷】 

 

 

 

 

 

 

また、若年層である 1～2 級職と係長級（総括係長・係長・主査）の減少が顕

著になっています。 

採用抑制に伴う職員の平均年齢の高齢化が顕著になっています。行政系職員

の年齢構成を見ると、平成 17 年度に比べ 20 代から 30 代の職員数が少なくなっ

ており、今後、ベテラン職員の能力発揮とともに、ベテラン職員退職後の区政

を担う若手職員の育成も重要になってきます。 
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（３）公務員が担う仕事の変化 

  自治体が行ってきた業務の民間委託や民営化など、行政の外部化が進められて

います。区の職員には、正規職員の他に、再任用、再雇用、非常勤、臨時などの

職員がいますが、平成 22 年度からは、窓口業務の一部を外部委託しており、区

の業務には様々な人達が従事しています。 

  一方で、地方分権や都区のあり方における都と区の役割などの動向により、区

職員が担う仕事が更に変化することが予想されます。 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスに対する時代の要請 

  仕事と生活が調和されている状態をワーク・ライフ・バランスといいます。 

ワーク・ライフ・バランスが実現すると、個人は、より充実した生活をおくり、

成長しながら働くことができ、一方で企業は、社員の力を十分に引き出して、持

続的に発展することができ、社会全体にも活力が生まれるともいわれています。 

育児や介護、職員自身の自己啓発など、ライフステージに応じた生活の充実を

図るためには、仕事と生活をいかにマネジメントしていくかという視点が必要に

なっています。 
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（５）調査からみる職員の意識 

 

 

 

 

 

【実施時期】平成 22 年 7 月 9 日～20 日 

【回答率】79.5％ （対象職員数：2,015 名  回答数：1,602 名） 

平成 22 年 7 月、全職員を対象に実施した調査の結果から、人材育成における

職員の意識・課題をみてみます。 

 

 

 ① これからの豊島区を担う職員から連想する言葉 

 

「信頼・信用」が 45.1％と最も回答が多く、「プロ意識」（29.6％）、「区

民との協働」（24.0％）、「時代を読む」（19.5％）が続いています。 
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② 豊島区職員として必要な能力  

 

 

 

 

  

「説明・コミュニケーション能力」（49.3％）、「職務への精通・専門知

識」（41.7％）が多く、「区民ニーズをつかむ能力」（30.0％）、「広い視

野を持つこと」（29.3％）、「将来を見通す能力」（25.7％）が多い回答と

なっています。 
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論理的に思考する能力
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無回答

N=1602

(%)
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③ 職員のモチベーションアップや意識改革に必要な取り組み 

 

「本人の希望や能力を活かせる職場への人事異動を実施する」（45.1％）

と「定期的なミーティング、面接などを実施し、職場のコミュニケ―ション

の円滑化と情報の共有化を図る」（41.9％）が 40％を超えていますが、「研

修メニューの充実を図り、職員が定期的に研修を受講できるようにする」

（29.5％）、「より効率的で時代に適合した業務遂行を行うために、持続的

な事務改善を行う」（27.3％）、「ＯＪＴ計画の中で新しい技術・知識の習

得を図り、組織的に学習する仕組みを作る」（25.6％）といった日常の仕事

を通じての取り組みが必要と考えている職員も多い結果になっています。 
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より効率的で時代に適合した業務遂行を行うため

に、持続的な事務改善を行う

ＯＪＴ計画の中で新しい技術・知識の習得を図り、

組織的に学習する仕組みを作る

透明性の高い適正な勤務評定を実施し、

全ての職員に開示する

プロジェクトチーム、ワークショップ等への

職員参加の機会を増やす

職員提案制度を実施し、区政への

参加意識を高揚する

職層に応じた能力認定を定期的に行う

一定の取り組みなど、職員への表彰制度

を実施する

その他

無回答

N=1602

(%)
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 ④ 区民応対時に心がけていること 

 

「横柄・高圧的な言葉づかいをしない」（65.8％）、「できるだけ専門用語

を避け、分かりやすい言葉で話す」（62.1％）、「先入観や批判的な態度を持

たずに話を聞く」（50.6％）が比較的高い回答となっています。しかし、この

設問では、当てはまるものを全てについて回答することを求めています。本

来、全ての選択肢を全職員が選択することが望ましく、まだ、取り組みが不十

分という結果になっています。 
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話を聞く

状況にあった敬語を使う

電話に出る際は、

必ず所属と名前を名乗る

忙しくても、相手の顔を見て応対する

相手に不快感を抱かせない、

職務に相応しい身だしなみをする

窓口が分からずに困っている来庁者には

積極的に声を掛ける

３コール以内に電話に出る。それ以上の場

合「お待たせしました」と言って話し始める

相手の目（眉間）を見て笑顔で挨拶する

名札を着用する場合は、名前・写真が相手

に見えるよう名札の位置に気をつける

無回答

N=1602

(%)
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 ⑤ 接遇に関する自己採点 

 

自分自身・職場ともに同様の傾向にあります。5 点・4 点が全体の半分以上

を占めていますが、3 点が 4 割あり、平均的なレベルには達しているが、まだ

十分でないと考えている職員が多くなっています。 

 

 

 

  

 

【自分自身の接遇】  

 

 

 

 

 

 

 

５点

8.5

４点

46.3
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40.3

２点

2.7

無回答
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【職場の接遇】 
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２点
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無回答
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 ⑥ 今後のキャリア形成 

 

  「管理職として区政運営に携わりたい」（2.2％）、「管理職まではいかな

くても、係長となって仕事を切り盛りしたい」（5.9％）と、組織をマネジメ

ントする立場まで昇任したいと考えている職員はごく限られており、「地位や

仕事にこだわらずきちんと働きたい」（42.8％）や「自分の専門性特殊性を生

かして、その道のエキスパートとして活躍したい」（36.6％）、「自分の強み

を生かした仕事をしていきたい」（30.5％）といった、昇任よりも、自分の特

性を発揮し、きちんとした仕事をしたいと考えている職員が多い結果になって

います。 
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自分の強みを活かした仕事を
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いくつもの職場を経験し、幅広い知識

やスキルを身につけたい

その時々に応じて興味のある仕事に

ついていきたい

管理職まではいかなくても、係長と

なって仕事を切り盛りしたい

将来のキャリアイメージがわからない

管理職として区政運営に携わりたい

その他

無回答

N=1550

(%)

 
（注）この設問は管理職以外の職員が回答 
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１  ４ これからの豊島区を担う職員像 

 

 

以上の課題を踏まえて、本基本方針における職員像は下記のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～区民満足（Citizen Satisfaction）の向上を目指して～ 

 

 

公務のプロ。それは、区民が生活している豊島区への熱い想いを持ち、豊

島区で生活している区民から信頼され、そして、ホスピタリティに溢れ、区

民とともに次代を築く職員です。 

 

 

公務のプロ。それは、時代の動きを読み取る先見性と柔軟性をもち、区民

に接している現場において、少しでも効率的で高い水準を目指し、切磋琢磨

する職員です。 

 

 

公務のプロ。それは、自発的かつ積極的に個人の能力向上に取り組むとと

もに、お互いの知識や技術を学びあい、その成果を組織に還元し、高い組織

力に変えていく職員です。 

自ら学び互いに学び合い、自己と組織の能力を高め活かす職員 

区民から信頼され、区民と協働して地域を創造する職員 

時代を読み、改革・改善により現場力を高める職員 

高い使命感に満ちた公務のプロ 

豊島区への地域愛と区政を担う 
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（１）育成に係る役割 

  ① 全職員が担うべき役割 

   職員は公務のプロとしての自覚を持ち、自己啓発、ＯＪＴ、集合研修等など、

あらゆる機会を活用して自己の能力開発に努めます。 

 

② 管理監督者の人材育成の役割 

   人材育成は、管理監督者の重要な職務です。管理監督者は、所属職員の育成

を自己の職務と認識し、ＯＪＴ、職員の自主的な活動、集合研修等を通して職

員の資質や能力の向上を図り、職員を計画的に育成します。 

 

課長の責務 課長は、課内の全職員を育成する責任を負います。 

係長職の責務 係長は、係員を育成します。 

 

  ③ 人事課・人材育成課の役割 

   人事課と人材育成課は、この方針に基づく人材育成を効果的・包括的に推進

するために積極的に支援をします。また、両課は、連携を密にしながら方針や

制度の見直しも含め、効果的な人材育成について絶えず調査・研究を行います。 

 

（２）職層における期待される役割と求められる能力 

 

職 層 役  割 比重
求められる能力・資質

(職層毎に積み上げる)

主 事 Ａ：業務遂行 

 区政に関する知識や仕事を進めるための基礎

知識を深めて、着実に業務を遂行する。 

３０

○積極性 

○理解力 

○実行力 

○視野の広さ 

○説明力 

○コミュニケーション

能力 

○チームワーク 

Ｂ：企画立案・業務改善 

 仕事の正確性・迅速性を高め、仕事へのチャ

レンジ精神を発揮する。 

２５

Ｃ：連絡調整  

区政の第一線に立つ職員として、区民の生の

声を積極的に聴き、区民や関係者に対して適切

な対応・説明をし、理解・納得を得る。 

２０

５ 人材育成を推進する体制 
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Ｄ：指導育成・リーダーシップ・チームワーク

組織(係)の一員として、他の職員や他部署と

円滑なコミュニケーションを図る。 

２５

主任主事 Ａ：業務遂行 

幅広い業務知識を持ち、係の中核として円滑

な業務遂行の推進力となる。 

３０

○幅広い職務知識 

○課題発見力 

○説明・説得力 

○指導力 Ｂ：企画立案・業務改善  

積極的に新しい仕事のスタイルを作り出すな

ど、業務の改革を進める。 

２５

Ｃ：連絡調整  

意見の異なる区民に対しても適切な対応・説

明をし、納得を得る。 

２５

Ｄ：指導育成・リーダーシップ・チームワーク

係長を補佐し、高度な知識や経験をもとに、

後輩職員を指導する。 

２０

係 長 

 

Ｂ：企画立案・業務改善  

区民ニーズを的確に把握し、区政課題の解決

に向けて企画立案調整を行う。 

２０

(40)

○政策展開･推進力 

○折衝力 

○判断力 

○組織マネジメント能

力 

Ｃ：連絡調整  

区民や関係部局との調整、コミュニケーショ

ンを図り、円滑な業務運営を図る。 

２０

(30)

Ｄ：指導育成・リーダーシップ・チームワーク

職員の指導育成の中心的立場に立ち、係の職

員の能力向上とその有効活用を図ることによっ

て組織の活性化を図る。 

３０

(10)

Ｅ：業務管理  

組織目標を達成するため課長を補佐するとと

もに、係の組織目標を明確にし、計画的に業務

の進行管理及び組織管理を行う。 

３０

(20)

課長補佐 

総括係長 

Ｂ：企画立案・業務改善  

区民ニーズを的確に把握し、区政課題の解決

並びに企画立案調整を行う。 

１０

○経営感覚 

○対外的調整能力 

○高度なマネジメント

能力 Ｃ：連絡調整  

部課をまたがる課題や区民折衝をする問題解

決のための連絡調整を行う。 

２５

役割比重欄の（ ）内

は、部下をもたない担

当係長・主査 
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Ｄ：指導育成・リーダーシップ・チームワーク

職員の指導育成の中心的立場に立ち、課全体

の人材育成を通じて組織を活性化する。 

３５

Ｅ：業務管理  

組織目標を達成するために課長を補佐すると

ともに、係の組織目標を明確にし、計画的に業

務の進行管理及び組織管理を行う。 

３０

部 長 

課 長 

Ｂ：企画立案・業務改善  

施策の重要度・緊急度等を迅速・的確に判断

し、組織の方針・目標を決定する。 

２０

○総合的マネジメント

能力 

○決断力 

○適正な評価力・公 

  平性 

○経営管理能力 

○人事管理能力（リー

ダーシップ） 

 

Ｃ：連絡調整  

議会や区民に対し、説明責任を果たす。施策

の実現に向けて、関係機関との高度な調整･折衝

を行う。  

３０

Ｄ：指導育成・リーダーシップ・チームワーク

目指すべき目標を明確にし、実現に向けて職

員を指導するとともに、その結果について公平

な評価を行う。 

３０

Ｅ：業務管理  

事業の進行管理を的確に行うとともに、実施

結果（業績）について適切な評価をする。 

２０

 

◎ 現業系職員の能力開発については、現業系１級・２級職は主事、３級職は主任主

事、４級職は係長に準ずるものとします。 
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 ６ 人材育成の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ホスピタリティ溢れる接遇 

（２）「区民の声」事例集の発行 

（３）民間・ＮＰＯ派遣研修の充実 

（４）業務効率向上を進める研修の実施 

（５）外部セミナーを活用した研修の実施 

（６）職員表彰制度 

「区民視点の経営感覚」を備えた職員の育成 

（１）能力を高め、引き出す集合研修 

（２）若手職員の早期育成 

（３）個人目標・キャリアシートを活用したキャリアデザイン 

（４）キャリアデザイン研修 

（５）自学の促進 

方針Ⅰ 

人を育てる職場環境づくり 方針Ⅲ 

職員の能力開発 方針Ⅱ 

（２）ハラスメント対策 

（３）フレッシャートレーナー・メンター制度 

（４）管理監督者の能力向上 

（５）健康増進・疾病予防 

（６）心の疾患対策 

（１）職場における育成（ＯＪＴ）の推進 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

方針Ⅳ 人材を育成する人事制度の活用 

（７）成績不振者への再教育 

（１）目標による組織運営 

（２）精度の高い人事考課の実施 

（３）人事異動の方針 

（４）ベテラン職員の経験を活かした能力発揮 

（５）定年年齢延長 

（６）希望降任制度 
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  「区民視点の経営感覚」を備えた職員の育成 
 

方針Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職場における改善・改革意識を醸成し、積極的な取り組みを促進するため、職

員表彰制度についても実施します。 

 接遇向上については、これまでも取り組んできましたが、より高い水準を目指

した取り組みを進めます。また、民間企業・ＮＰＯ体験研修なども積極的に活用

し、企業経営感覚の養成を図ります。 

区民に信頼され、区民とともに次代を築くため、「区民の視点」で考え、効果

的・効率的に施策を実行していく人材育成に取り組みます。 

 

（１）ホスピタリティ溢れる接遇 

  区ではこれまで、上級の更に上のレベルを目指す「特上の接客」を目標として、

特上接客研修などを実施してきました。接遇は区民応対の基本であり、今後も継

続して、更に上のレベルを目指して取り組みを続けていく必要があります。 

来庁者が窓口での手続きを済ませるだけでなく、職員が区民と積極的にコミュ

ニケーションを図りながらニーズを把握し、サービスの向上につなげるなど、安

心して安らぎを感じ、より高い満足感を感じていただける接遇を目指し、窓口調

査、外部講師による職場内指導などの他、様々な取り組みを進めます。 

 

（２）「区民の声」事例集の発行 

  広聴はがきや電話、メール等を通じて、区民の方々から寄せられるご意見・ご

要望のうち、職員の接遇面が原因で発生したと思われる苦情等について、問題発

生の原因を発見、事象を全庁的に共有することにより、接遇の向上に生かすため

に、事例集を発行します。 

 

（３）民間企業・ＮＰＯ派遣研修の充実 

  現在、区内の企業やＮＰＯのご協力をいただき、主任主事昇任 5 年目の職員を

対象とした派遣研修を実施しています。 

この研修を通じ、職員は、接客や経営感覚、様々な雇用形態による勤務体制な

ど、職場風土の異なる体験先で受講生は多くのことを学び、現場に生かしていま

す。異業種との交流や業務を通じて得た経験は、自分自身を見つめなおす機会に

もなります。今後は、より広い範囲での体験を積めるよう、区外も含め派遣の拡

大を図ります。また、より多くの職員が体験できるよう、対象者も拡大します。 
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（４）業務効率向上を進める研修の実施 

  効率的で無駄のない仕事を進めるためには、日々の業務の中で業務改善を継続

することが欠かせません。職場内研修（ＯＪＴ）や現場改善活動を後押しするた

め、これまで実施してきた若手職員の選択必修研修＊や職層研修でタイムマネジ

メントやＰＤＣＡなどに関する研修を継続するとともに、現場で生かせる５Ｓ

（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）の視点を取り入れるなどメニューを工夫し、

職場を単位とした研修も実施します。 

 

 

＊ 選択必修研修とは、人材育成課で用意した研修メニューの中から受講生が選択し、受講す

る研修です。対象者は該当する年度に、必ず一つの研修を受講します。 

 

（５）外部セミナーを活用した研修の実施 

  今まで経験しなかった行政課題や先進的な事業に取り組むためには、民間企業

等も参加している外部セミナーも活用することが必要です。これまで人材育成課

ではＯＪＴ助成として参加を後押ししていますが、職場との連携を強化し、積極

的に人材育成に活用していきます。 

 

（６）職員表彰制度 

  平成 20 年度から、特段の成果をあげた事業や職場における改革・改善の取り

組みなどを対象として、区長による表彰制度を実施しています。 

表彰制度を継続して実施することにより、職員の主体的な取り組みを促進し、

チャレンジ精神や業務改善に取り組む意識の旺盛な職員を育て、モラールの高い

活力ある組織風土を醸成します。 
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 職員の能力開発 
 

方針Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合研修では、体系的なカリキュラムにより、日常業務を離れて、集中的に知

識や技能を習得することができます。また、同時に、職員自身も能力開発に主体

的に取り組むことも必要です。その際、キャリアデザインを意識させ、自分自身

の将来像をイメージし、中期的な視点で取り組むことにより、個々の意欲を生か

した能力開発を行います。 

集合研修や自己啓発の促進により、職員一人ひとりの能力を引き出し、向上さ

せ、社会情勢や行政課題の変化に対応できる、より広い職域を担える人材を育成

します。 

 

（１）能力を高め、引き出す集合研修 

 23 区が共同で設置・運営している特別区職員研修所で実施する研修と豊島区

が実施する研修のメニューを組み合わせて、職層研修、選択必修研修、専門研修、

実務研修、特別研修として実施します。 

 

【研修体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職層 30歳 40歳 50歳

管理職
（部長・課長）

総括係長

係長

採用

主任主事

主事

人事考課研修

選択必修研修

実 務 研 修

育成期間

マネジメント能力の向上・発揮

マネジメント能力の向上・発揮

課長昇任前研修・人事考課研修

中期的な能力開発

キャリアアップ・能力発揮期間

マネジメント能力の向上・発揮

総括係長昇任時研修

係長昇任時

係長３年目

係長５年目

係長昇任前

管理職研修

係長級研修

係長級研修

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

主任主事

昇任前

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

新
任
研
修

中期的な能力開発

民
間
企
業
等

体
験
研
修

中期的な能力開発 中期的な 能力発揮

現
任
研
修

主任主事

昇任時

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

時
宜
テ
ー
マ
を
定
め
た
研
修

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

係長昇任前

※ 短期選考受験を想定したものです。 
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（２）若手職員の早期育成 

  主任主事昇任制度が改正され、採用区分がⅠ類の職員は、最短で採用後 11 年

目に係長級に昇任することができます。係長は最小単位の組織を統括する立場に

あり、若くても能力の高い職員が係長職を担えるよう早期育成を図ります。 

  これまで、若手職員の育成を目的に、現任（採用 2 年目から 8 年目）、主任主

事（昇任 2 年目から 4 年目）を対象として毎年悉皆研修として実施している選択

研修を、職層毎に分けずに受講対象者を採用 2 年目から 10 年目として実施し、

即戦力として、また、将来を担う職員として集中して育成します。 

 

（３）個人目標・キャリアシートを活用したキャリアデザイン 

平成 15 年度から実施している目標による組織運営を通じ、人材育成を進めま

す。これまでの個人目標・達成シートを改良し、職員自身が中期的な視点に立っ

た将来像をイメージして自ら主体的に取り組む仕組みとします。また、研修受講

履歴を本人に開示し、研修以外に受講した講座や取得した資格などもシートに記

入することにより、総合的な能力開発の視点も加えたものにします。 

この取り組みはキャリアデザイン研修と組み合わせて効果的に実施します。 

 

（４）キャリアデザイン研修 

  キャリアデザインは、自己の目標の確立とその実現に向けた実践につなげ、

個々の意欲を活かした能力開発と自己啓発に取り組む契機を創出することを目的

としています。人生の節目を迎える職員（満 30 歳・満 40 歳・満 50 歳の 2 級

職・主任主事）と新規採用職員を対象に実施しているキャリアデザイン研修を係

長級や 50 代後半の職員にも対象を拡大します。係長級は 30 歳・40 歳と併せて

昇任意欲にも繋げられるようにします。また、50 代後半の職員については、長

い公務員経験によって身につけたスキルやノウハウの継承や後輩育成への意識付

けなど、より高いモチベーションを持たせるものにします。 

 

（５）自学の促進 

職員が自ら、そして互いに学び合うことは人材育成の基本です。自ら進んで受

講した通信教育、スクーリングの経費を助成し、自発的に学習する意欲をもった

職員を支援します。職務に関連した公的資格取得についても、助成等支援を検討

します。また、Ｅ－ラーニング（インターネット教材による学習）を活用し、集

合研修を受講できない職員のフォローについても検討を進めます。 

さらに、人材育成や昇任選考参考書に係る書籍を揃えた人材育成ライブラリー

も組み合わせ、職員が自ら学ぶ「自学」を促進します。 
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 人を育てる職場環境づくり 
 

方針Ⅲ 

 

 

 

 

 

 ＯＪＴを人材育成の柱として推進します。新規採用職員については、早期に職

場に適用し、戦力となるよう先輩職員がトレーナーとしてサポートします。 

また、組織としてより高いパフォーマンスを発揮できるよう、ハラスメント対

策や心身の健康管理への取り組みも進めます。 

 

（１）職場における育成（ＯＪＴ）の推進 

  職場における育成（ＯＪＴ）では、上司、先輩が仕事を行う中で、その仕事を

遂行するのに必要な知識、技術等を計画的に指導していきます。ＯＪＴでは、職

員に応じた指導ができることや、上司や先輩とのコミュニケーションを通じ相互

の信頼関係を構築できることなど、人材育成のプロセスにおいて、果たす役割は

非常に大きいといえます。 

本方針では、現場独自のメニューを定め、弾力的に運用できるよう、ＯＪＴを

本来の意味より幅広くとらえて、例えば、職務に関する組織やグループ単位で行

われる学習活動や所属長の判断で先進的な知識の習得等のために他の研修機関へ

派遣する場合についても、職場研修（ＯＪＴ）と位置づけます。 

また、接遇など、職場ごとに抱えている課題解決への対応については、ＯＪＴ

支援の一環として、講師派遣や職場研修の実施などにより、人材育成課でサポー

トします。 

   

【ＯＪＴの区分】 

区 分 内 容 具体的取り組み例 

個別指導 

個別の計画的職員育成 職員個々の能力に応じた育成目標の設定と計画

的指導 （新規採用職員、転入者等） 

職員が自主的に設定す

るＯＪＴ 

職員個人が自主的に職務に関する課題を設定

し、上司、先輩職員、ＯＪＴリーダー等の指

導・援助を受けながら実施するＯＪＴ 

集団指導 

課、係や共通の課題を

持つグループで行う学

習・業務改善活動 

▼職務に関する課題の研修会 

▼転入職員研修会 

▼職務能率向上、特上接客等に関する業務改善 

所属長命令

による派遣

の研修 

職務の遂行に必要な、

外部研修機関による研

修の受講 

▼他自治体、公益団体、民間団体等が行う研修

会、講習会の受講 

※ 正規職員以外の職員に対しては、必要に応じてＯＪＴ参加や集合研修受講の機会を

設定します。 
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【各職場でのＯＪＴ推進体制】 

区  分 職 役   割 

ＯＪＴ責任者 課長 

▼ＯＪＴの総括（所属職員の育成の責任者） 

▼ＯＪＴリーダーや指導者の指名 

▼ＯＪＴ推進者・ＯＪＴ担当者に対する指導・助言

▼ＯＪＴ成果の評価 

ＯＪＴ推進者 庶務担当係長

▼ＯＪＴ全般の調整・指導 

▼ＯＪＴ（集団指導）計画立案・実施に関する事務

▼ＯＪＴ（集団指導）実施結果の検証 

ＯＪＴ担当者 係長 

▼ＯＪＴ個別指導の計画・実施 

▼ＯＪＴリーダーや指導者に対する指導・助言 

▼係内の集団指導に関すること 

ＯＪＴリーダー 
課長が指名す

る職員 
▼集団指導（研修会等）における指導 

▼ＯＪＴテーマに関する個別指導 

新規採用職員指導

者(フレッシャートレ

ーナー） 

課長が指名す

る職員 

▼新規採用職員への助言・指導 

 

【人材育成課の役割】 

職 役   割 

人材育成課 

ＯＪＴ責任者・推進者等との連絡・調整 

ＯＪＴに対する援助・助言等 

ＯＪＴ支援研修の実施 

 

 

（２）ハラスメント対策 

  セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントは、人格と尊厳を侵害す

るばかりか、職場環境にも影響を与え、個人と組織のパフォーマンスを低下させ

るものです。区では、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントにつ

いて、防止対策委員会を設置するとともに、相談体制を定めています。ハラスメ

ント防止推進に当たっては、何よりもハラスメントを許さない職場づくりが大切

になります。管理監督者やセクシュアル・ハラスメント防止リーダーへの悉皆研

修などを実施し、職員に対する一層の意識啓発を図っていきます。 

 

（３）フレッシャートレーナー・メンター制度 

  新任職員は、大きな期待と夢を抱いていると同時に、未知の仕事や人間関係に

不安を持っています。新任職員がスムーズに職場の一員となって業務を遂行でき

るよう、先輩職員をフレッシャートレーナーとして指定し、実務指導や職務上の

相談にのるなど、新任職場をサポートします。トレーナーは、一人の新任職員に

対し複数指名することができるものとします。また、先輩職員が、職場における

関係を離れて相談にのれるメンター制度の実施を検討します。 
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（４）管理監督者の能力向上 

  人材育成の推進体制にもあるとおり、管理監督者は職員を育成する立場にある

大変重要な役割を担っています。特別区共同研修や区研修、Ｅ－ラーニング（イ

ンターネット教材による学習）など多方面から意識の醸成と能力向上を図ってい

きます。 

 

（５）健康増進・疾病予防 

  「職員健康だより」や「安全衛生セミナー」などを通じて、職員が日頃から健

康管理を心がけるきっかけづくりを行うとともに、健康診断受診後の保健指導の

充実を図るなど生活習慣病予防等に関する取り組みも行っていきます。 

  また、定期健康診断（人間ドックを含む）や各種がん検診の受診率の向上を目

指すとともに、「自らの健康は自らが守る」意識を醸成、啓発します。 

 

（６）心の疾患対策 

「職員こころの相談事業」を中心とした産業保健スタッフによる早期対応体制

の充実を図り、メンタルヘルス不全の予防に努めます。メンタルヘルスハンドブ

ックを活用した講習会の実施、Ｅ－ラーニング（インターネット教材による学

習）を取り入れた取り組みやストレスチェック（セルフチェック）の実施により、

メンタルヘルスに関する職員の理解を深めます。 

  また、精神疾患により病気休暇を取得した者の職場復帰訓練を実施し、円滑か

つ確実な職場復帰を目指すとともに、所属と産業保健スタッフの連携による、復

職後のアフターケアの充実を図ります。 
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 人材を育成する人事制度の活用 
 

 

 

 

 

 

 

方針Ⅳ 

 目標による組織運営や人事考課、人事異動など人事制度を活用した人材育成に

取り組みます。 

 職員構成において高い比率となっているベテラン職員については、人事制度を

通じ、若手職員への知識の継承や一層の能力発揮を進めます。また、国等の動向

を踏まえ、定年年齢を延長します。 

 

（１）目標による組織運営 

目標による組織運営は、目標と成果を自己申告することにより、課題発見・解

決能力の向上、自主性の向上、業務管理能力の向上など人材の育成を進める上で

有効なツールです。 

  これまで実施してきた単年度の目標だけでなく、職員自身が中期的な視点に立

った将来像をイメージして自ら主体的に取り組めるような仕組みとします。また、

研修受講履歴を本人に開示し、研修以外に受講した講座や取得した資格などもシ

ートに記入することにより、総合的な能力開発の視点も加えたものにします。 

 

（２）精度の高い人事考課の実施 

      人事考課については、現在、任用･給与の処遇に反映しており、公平、公正な

考課が不可欠です。そのため、評価者に対し、評定者訓練（人事考課研修）を実

施し、公正で客観的な評価を確保します。また、評定者に対し、評定事例による

評定実習や評定の正しい例・間違った例の例示などのモデルケースの情報提供な

ども行います。 

    評定補助者として、役割、職場の規模、出先職場、本庁職場などケースに合わ

せ、総括係長・係長を活用します。 

 

（３）人事異動の方針 

①世代別方針 

世    代 方        針 

新規採用ローテーション期間層

 

事務系については、育成期間を 6 年とします。 

原則 3 年のローテーションにより、広い視野を身に

つけ、自分の適性を探す期間とします。 

中堅層 

 

キャリア開発の視点を重視し、自分の進むべき方

向を決めていく期間とします。 

中高年層（40 代後半～） 自分が得意とする分野を発揮する期間とします。 

係長級以上を除き、比較的長いローテーションとし

ます。 

経験者採用を除く 

新規採用ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 

終了後～40 代前半 

40 代後半～ 

    ※ 特定の職種については、その専門性に鑑み、比較的長い期間を異動ローテ

ーションとします。 
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②昇任時異動 

  昇任時には、職場を変えることにより、立場の違いの自覚やモラールアップ

を図り、能力の向上につながるよう、昇任時異動の原則を継続して実施します。 

 

③立候補制度の実施 

本人の将来設計・特定した職場への強い希望を叶える（キャリア開発）人

事制度として、立候補制度を実施します。 

 

 【立候補制度のメニュー】 

 専門能力活用型 能力開発型 

概 要 

過去に培った経験知識等を活か

すため、同一部署または関連部署

に希望者を配置します。 

自己啓発等で身につけた知識を

活かす、または、今後身につけた

い知識等を業務の中で習得するた

め、本人の希望する職場に配置し

ます。 

対 象 

行政系 2 級職～係長職で 40 歳

以上（総括係長除く） 

過去の経験 3 年以上 

行政系 2 級職 5 年以上（総括係

長を除く）または業務系で 30 歳

以上 

希望できる

職場 

区の組織ならどこでも可。希望は原則、係までとして、希望する業

務内容も応募用紙に記載します。 

 

（４）ベテラン職員の経験を活かした能力発揮 

ベテラン職員に関しては、今までに経験した職務や得意分野への配属を中心に

考えていき、経験や知識を活用していきます。この活用を通じて、ベテラン職員

から若手職員への知識の継承にも取り組みます。 

また、係長級以上の職で退職した者の中から、再任用時も係長級で採用するな

ど、指導力、統率力などについても活用を進めます。 

 

（５）定年年齢延長 

  公的年金の支給開始年齢が 60 歳から 65 歳へと段階的に引き上げられること

に伴い、雇用と年金の連携を図ることが課題となっており、国においても、「定

年延長に向けた制度見直しの骨格」が示されています。本区においても、定年年

齢を延長し、ベテラン職員の知識や経験を組織に活用できる人事制度を構築しま

す。 

 

（６）希望降任制度 

少子高齢化の流れから、子の看護や親の介護等で管理監督者として、職責を果

たしがたいなどの理由で、一定期間の降任を望む職員が増加することが予想され

ます。こうした職員の負担を一時的に軽減し、その事由が消滅したときに再度昇
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任し、管理監督者として活躍できる場を提供できるよう、希望降任制度を継続し

て運用していきます。 

 

【降任制度のイメージ】 
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（７）成績不振者への再教育 

複数年にわたり業績や能力の振るわない、いわゆる成績不振者の解消に努めま

す。成績不振者に対する育成方針を定めるとともに、管理職と人事課が連携し、

指導と育成にあたります。再三の指導や育成の機会を講じたにも係わらず成績の

向上が期待できない職員に対しては、分限処分も含めた能力に見合った処遇をし

ていきます。 

一時降任 

再 昇 任 

一定期間 

事由消滅後

一定期間 

昇 任 介護等事由発生
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